
 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

 

災害時における雑用水の供給に関する

協定を締結 
 

 

地震や風水害等の大規模災害が発生した場合に、市民生活の安定を確保する

ため、被災市民に対し雑用水を供給することについて定めた協定を締結します。 

この協定により、災害時にヒガシマル食品株式会社が所有する井戸から、非

飲用の生活用水（雑用水）の供給を受けることができるようになります。 

 

 

記 

 

 

＜協定締結式＞ 

 

日   時 ： １１月２７日（金）１４時 

 

場   所 ： たつの市役所新館４階 

災害対策本部会議室兼大会議室 

 

協定締結先 ： ヒガシマル食品株式会社 

代表取締役社長 淺井 昌信 様 

（所在地：たつの市龍野町富永１００番地３） 

たつの市臨時記者発表資料 
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担  当  課 総務部危機管理課 

電   話 0791-64-3219 


